
■引き上げ分の地方消費税収（社会保障財源化分）の使途について

□令和２年度予算における地方消費税交付金 １，０４５，５００千円

　　　　　うち社会保障財源化分 ５４７，６４３千円

□社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

国府支出金 市債 その他
引き上げ分の
地方消費税

社会福祉費 老人福祉対策費 32,399 12,633 0 592 19,174 3,843

障害者医療費 140,084 70,670 0 0 69,414 14,367

地域生活支援事業費 59,687 26,856 0 0 32,831 7,005

障害者福祉対策費 32,133 24,000 0 0 8,133 1,707

障害者総合支援法事業費 1,080,112 810,126 0 0 269,986 57,611

生活困窮者自立支援事業費 1,500 1,125 0 0 375 80

児童福祉費 児童福祉総務費 1,248,368 885,658 0 1,318 361,392 76,147

母子福祉対策費 56,997 31,547 0 27 25,423 5,135

子ども福祉対策費 142,728 30,864 0 44,400 67,464 13,396

生活保護費 生活保護費 1,059,572 841,535 0 3,921 214,116 45,690

保健衛生費 予防費 3,670 2,592 0 0 1,078 185

母子事業費 1,211 903 0 10 298 63

国民健康保険費 国民健康保険費 454,779 324,989 0 0 129,790 27,695

社会福祉費 介護保険費 681,361 55,476 0 0 625,885 133,555

社会福祉費 後期高齢者医療費 886,254 130,984 0 0 755,270 161,164

5,880,855 3,249,958 0 50,268 2,580,629 547,643合　　計

社会福祉

保健衛生

社会保険

区　　分
令和２年度
予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

　本市令和２年度当初予算における、地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる、社会保障４経費
（制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経
費）その他社会保障施策に要する経費は、以下のとおりになります。


